
平
成
二
十
六
年
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号

特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
（
第
二
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る

た
め
、
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
主
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
（
申
請
者
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
法
人
の
定
款
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
及
び
当
該
法
人
が
登
記
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
当
該
法
人
の
直
近
の
事
業
報
告
の
写
し
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
）

ハ
　
当
該
法
人
の
役
員
（
取
締
役
、
執
行
役
、
代
表
者
、
管
理
人
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
当
該
法
人
に
対
し
取
締
役
、
執
行
役
、
代
表
者
、
管
理
人
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
条
第
二
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
申
請
者
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
法
人
を
設
立
し
よ
う

と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
役
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
。
ル
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
特
定
研
究
成
果
活
用
事
業
者
（
国
立
大
学
法
人
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
を
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て

活
用
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
当
該
事
業
活
動
に
関
す
る
必
要
な
助
言
、
資
金
供
給
そ
の
他
の
支
援
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
支
援
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
必
要
な
知
識
、
能
力
及

び
実
績
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ニ
　
当
該
法
人
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ホ
　
当
該
法
人
に
対
す
る
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
出
資
並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
法
人
と
国
立
大
学
法
人
等
と
の
間
の

連
携
協
力
体
制
を
説
明
す
る
書
類

ヘ
　
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
書
類

（１）
　
当
該
法
人
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
法
令
上
行
政
機
関
の
許
認
可
等
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
許
認
可
等
を
い
う
。
次
号
ヘ
（
１
）
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
必
要
と
す
る
場
合
　
当
該
許
認
可
等
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（２）
　
当
該
法
人
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
法
令
上
行
政
機
関
に
届
出
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
届
出
を
い
う
。
次
号
ヘ
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
　
当
該
届
出
を
し
た
こ
と
又
は
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ト
　
当
該
法
人
が
実
施
す
る
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
収
益
の
目
標
を
定
め
る
書
類

チ
　
当
該
法
人
が
支
援
の
対
象
と
な
る
特
定
研
究
成
果
活
用
事
業
者
及
び
当
該
支
援
の
内
容
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
を
定
め
る
書
類

リ
　
当
該
法
人
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な
資
金
の
使
途
及
び
調
達
方
法
に
つ
い
て
の
内
訳
を
記
載
し
た
書
類

ヌ
　
当
該
法
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

（１）
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
こ
の
（
１
）
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ

た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
も
の

（２）
　
法
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
ル
（
４
）
及
び
次
号

ヌ
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ル
　
当
該
法
人
の
役
員
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

（１）
　
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
役
員
の
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

（２）
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者

（３）
　
禁
錮
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（４）
　
法
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
法
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（５）
　
暴
力
団
員
等

（６）
　
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
が
法
第
二
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
時
に
お
い
て
当
該
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
の
役
員
又
は
そ
の
無
限
責
任
組
合
員
た
る
法

人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

1



二
　
申
請
者
が
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
る
場
合
（
申
請
者
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
を
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
（
ロ
及
び
ル
に
お
い
て
「
組
合
成
立
予
定
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
契
約
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
及
び
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
登
記
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
及
び
そ
の
無
限
責
任
組
合
員
た
る
法
人
（
申
請
者
が
組
合
成
立
予
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
に
な
ろ
う
と
す
る
法
人
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
直
近
の
事
業
報
告
の
写
し
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
）

ハ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
た
る
法
人
の
役
員
が
特
定
研
究
成
果
活
用
事
業
者
に
対
す
る
支
援
の
実
施
に
必
要
な
知
識
、
能
力
及
び
実
績
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ニ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
た
る
法
人
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ホ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
に
対
す
る
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
出
資
並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
投
資
事
業
有
限

責
任
組
合
と
国
立
大
学
法
人
等
と
の
間
の
連
携
協
力
体
制
を
説
明
す
る
書
類

ヘ
　
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
書
類

（１）
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
法
令
上
行
政
機
関
の
許
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
　
当
該
許
認
可
等
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
証
す
る
書
類

（２）
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
法
令
上
行
政
機
関
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
　
当
該
届
出
を
し
た
こ
と
又
は
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

ト
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
実
施
す
る
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
収
益
の
目
標
を
定
め
る
書
類

チ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
支
援
の
対
象
と
な
る
特
定
研
究
成
果
活
用
事
業
者
及
び
当
該
支
援
の
内
容
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
を
定
め
る
書
類

リ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な
資
金
の
使
途
及
び
調
達
方
法
に
つ
い
て
の
内
訳
を
記
載
し
た
書
類

ヌ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
た
る
法
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

（１）
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
も
の

（２）
　
法
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
法
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

（３）
　
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
号
ル
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

ル
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
有
限
責
任
組
合
員
（
申
請
者
が
組
合
成
立
予
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
有
限
責
任
組
合
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
）
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
を
証
す
る
書
類

（１）
　
暴
力
団
員
等

（２）
　
法
人
で
そ
の
役
員
の
う
ち
に
（
１
）
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

（３）
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
も
の

３
　
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
実
施
期
間
は
、
十
五
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

（
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
認
定
）

第
三
条
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
同
条
第
三
項
の
定
め
に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
特
定
研
究
成
果
活
用

支
援
事
業
計
画
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
認
定
に
係
る
申
請
書
に
次
の
よ
う
に
記
載
し
、
こ
れ
を
認
定
書
と
し
て
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

「
産
業
競
争
力
強
化
法
第
１
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
２
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
す
る
者
と
し
て
認
定
す
る
。
」

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
二
に
よ
る
書
面
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
三
に
よ
り
、
当
該
認
定
の
日
付
、
当
該
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
の
名
称
、
当
該
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
内
容
並
び
に
特
定
研
究
成
果

活
用
支
援
事
業
の
開
始
時
期
及
び
終
了
時
期
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
及
び
認
定
）

第
四
条
　
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
軽
微
な
変
更
を
行
っ
た
認
定
特
定
研

究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
は
、
速
や
か
に
、
様
式
第
四
に
よ
り
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
申
請
書
の
提
出
は
、
変
更
前
の
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
写
し
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
二
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
実
施
期
間
は
、
当
該
変
更
の
認
定
の
申
請
前
の
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
に
従
っ
て
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
を
実
施
し
た
期

間
を
含
め
、
二
十
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

５
　
主
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
法
第
十
九
条
第
三
項
の
定
め
に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
特
定
研
究
成
果

活
用
支
援
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
申
請
書
に
次
の
よ
う
に
記
載
し
、
こ
れ
を
認
定
書
と
し
て
当
該
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用

支
援
事
業
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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「
産
業
競
争
力
強
化
法
第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
す
る
。
」

６
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
六
に
よ
る
書
面
を
当
該
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

７
　
主
務
大
臣
は
、
第
五
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
七
に
よ
り
、
当
該
認
定
の
日
付
、
当
該
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
の
名
称
、
当
該
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
内
容
並
び
に
特
定
研

究
成
果
活
用
支
援
事
業
の
開
始
時
期
及
び
終
了
時
期
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
変
更
の
指
示
）

第
五
条
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
変
更
を
指
示
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
八
に
よ
る
書
面
を
当
該
変
更
を
指
示
す
る
認
定
特

定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
認
定
の
取
消
し
）

第
六
条
　
主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
認
定
を
取
り
消
す
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
九
に
よ
る
書
面
を
当
該
認
定
が
取
り

消
さ
れ
る
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
様
式
第
十
に
よ
り
、
当
該
取
消
し
の
日
付
、
当
該
認
定
を
取
り
消
し
た
者
の
名
称
及
び
当
該
取
消
し
の
理
由
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
状
況
の
報
告
）

第
七
条
　
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
は
、
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
計
画
の
実
施
期
間
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
当
該
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
様
式
第
十
一
に
よ

り
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
報
告
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
法
人
の
定
款
の
写
し

ロ
　
当
該
法
人
の
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
に
定
め
る
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書

ハ
　
当
該
法
人
が
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ヌ
（
１
）
及
び
（
２
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
並
び
に
当
該
法
人
の
役
員
が
同
号
ル
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
認
定
特
定
研
究
成
果
活
用
支
援
事
業
者
が
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
契
約
書
の
写
し

ロ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
業
務
報
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
（
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
及
び
財
務
諸
表
等
に
係
る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計

士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
の
意
見
書
（
業
務
報
告
書
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

ハ
　
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組
合
員
た
る
法
人
が
第
二
条
第
二
項
第
二
号
ヌ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
及
び
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
有
限
責
任
組
合
員
が
同
号
ル

（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
一
〇
日
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
一
（
第
２
条
第
１
項
関
係
）

様式第一（第2条第1項関係）（平30文科経産令2・令元文科経産令2・令2文科経産令1・一部改正） 特定研究成果活用支援事業計画の認定申請書 年月日 文部科学大臣殿 経済産業大臣殿 （特定研究成果活用支援事業を実施する者） 住所 名称 代表者の氏名 （無限責任組合員たる法人） 住所 名称 代表者の氏名 産業競争力強化法第19条第1項の規定に基づき，下記の計画について認定を受けたいので申請します。 記 1．特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項 2．特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期 3．特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 （備考） 1．特定研究成果活用支援事業を実施する者が法人である場合にあっては，無限責任組合員たる法人の住所，名称及び代表者の氏名は不要とする。 2．申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合にあっては，当該法人の発起人の住所，氏名又は名称及び代表者の氏名を記載するものとする。 3．用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 1．特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項（申請者が投資事業有限責任組合である場合にあっては，当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人についても，同様の書類を提出するものとする。） 名称，所在地（※1），代表者，連絡先，設立年月日（予定年月日），資本金又は出資金，出資者及びそれぞれの持株数又は持分口数，議決権等の構成（※2），役職員の構成（※3），組織図，役職員数，役職員の業績評価の基準及び報酬の水準 特定研究成果活用支援事業以外に実施する予定の事業の内容 特定研究成果活用支援事業の収益の目標 2．特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期 特定研究成果活用支援事業による支援の対象とする特定研究成果活用事業の内容，業種，事業の成長段階 支援先の特定研究成果活用事業者に対して実施する予定の助言，資金供給その他の支援の内容 その他特定研究成果活用支援事業の実施方法 特定研究成果活用支援事業の実施時期 3．特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額，その根拠，資金調達を行う時期，出資の募集の対象者並びに出資の応募の状況及び見込みを記載する。 ※1特定研究成果活用支援事業を実施する者の本拠となる場所の住所を記載するものとする。 ・申請者が法人である場合（申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。※2において同じ。）にあっては，当該法人の主たる事務所の住所を記載する。 ・申請者が投資事業有限責任組合である場合（申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成10年法律第90号）第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者である場合を含む。※2において同じ。）にあっては，当該投資事業有限責任組合の事務所の住所を記載する。 ※2特定研究成果活用支援事業を実施する者における資本等の構成を記載するものとする。 ・申請者が法人である場合にあっては，国立大学法人等その他出資者が当該法人に対して出資を行うことにより有する議決権の数の当該法人の議決権の総数に占める割合を記載する。 ・申請者が投資事業有限責任組合である場合にあっては，国立大学法人等その他出資者が当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員たる法人に対して出資を行うことにより有する議決権の数の当該法人の議決権の総数に占める割合を記載する。 ※3常勤・非常勤の区別が明らかになるよう記載する。また，役員の経歴及び当該役員が特定研究成果活用事業者に対する支援の実施に必要な知識，能力及び実績を有することを説明する資料を添付する。 
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様
式
第
二
（
第
３
条
第
２
項
関
係
）

様式第二（第3条第2項関係）（令元文科経産令2・一部改正） 特定研究成果活用支援事業計画の不認定通知書 年月日 殿 文部科学大臣名 経済産業大臣名 令和年月日付けで認定申請のあった特定研究成果活用支援事業計画については，下記の理由により認定をしないものとします。 記 不認定の理由 （備考） 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 認定をしない理由を具体的に記載する。  
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様
式
第
三
（
第
３
条
第
３
項
関
係
）

様式第三（第3条第3項関係）（令元文科経産令2・一部改正） 特定研究成果活用支援事業計画の内容の公表 1．認定をした年月日 2．認定特定研究成果活用支援事業者の名称 3．認定特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業の内容 4．特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期 （備考） 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 1．「3．認定特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業の内容」中，認定特定研究成果活用支援事業者の事業上の秘密に該当する部分については，これを公表の対象として記載しない。 2．「4．特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期」中，特定研究成果活用支援事業の終了時期は，認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合に公表し，当該投資事業有限責任組合の存続期間の終了の日とする。  
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様
式
第
四
（
第
４
条
第
１
項
関
係
）

様式第四（第4条第1項関係）（令元文科経産令2・令2文科経産令1・一部改正） 認定特定研究成果活用支援事業計画の軽微な変更の届出書 年月日 文部科学大臣殿 経済産業大臣殿 （認定特定研究成果活用支援事業者） 住所 名称 代表者の氏名 （無限責任組合員たる法人） 住所 名称 代表者の氏名 年月日付けで認定を受けた特定研究成果活用支援事業計画について下記のとおり軽微な変更をしたので，特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第4条第1項の規定に基づき届け出ます。 記 1．変更事項 2．変更事項の内容 （備考） 1．認定特定研究成果活用支援事業者が法人である場合にあっては，無限責任組合員たる法人の住所，名称及び代表者の氏名は不要とする。 2．用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 変更事項の内容については，変更前と変更後を対比して記載する。  
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様
式
第
五
（
第
４
条
第
２
項
関
係
）

様式第五（第4条第2項関係）（平30文科経産令2・令元文科経産令2・令2文科経産令1・一部改正） 認定特定研究成果活用支援事業計画の変更認定申請書 年月日 文部科学大臣殿 経済産業大臣殿 （認定特定研究成果活用支援事業者） 住所 名称 代表者の氏名 （無限責任組合員たる法人） 住所 名称 代表者の氏名 年月日付けで認定を受けた特定研究成果活用支援事業計画について下記のとおり変更したいので，産業競争力強化法第20条第1項の規定に基づき認定を申請します。 記 1．変更事項 2．変更事項の内容 （備考） 1．認定特定研究成果活用支援事業者が法人である場合にあっては，無限責任組合員たる法人の住所，名称及び代表者の氏名は不要とする。 2．用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 変更事項の内容については，変更前と変更後を対比して記載する。  
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様
式
第
六
（
第
４
条
第
６
項
関
係
）

様式第六（第4条第6項関係）（令元文科経産令2・一部改正） 特定研究成果活用支援事業計画の変更不認定通知書 年月日 殿 文部科学大臣名 経済産業大臣名 令和年月日付けで変更認定申請のあった特定研究成果活用支援事業計画については，下記の理由により認定をしないものとします。 記 不認定の理由 （備考） 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 認定をしない理由を具体的に記載する。  
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様
式
第
七
（
第
４
条
第
７
項
関
係
）

様式第七（第4条第7項関係）（令元文科経産令2・一部改正） 変更後の認定特定研究成果活用支援事業計画の内容の公表 1．変更認定をした年月日 2．変更後の認定特定研究成果活用支援事業者の名称 3．変更後の認定特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業の内容 4．変更後の特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期 （備考） 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 1．「3．変更後の認定特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業の内容」中，認定特定研究成果活用支援事業者の事業上の秘密に該当する部分については，これを公表の対象として記載しない。 2．「4．変更後の特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期」中，特定研究成果活用支援事業の終了時期は，認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合に公表し，当該投資事業有限責任組合の存続期間の終了の日とする。  
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様
式
第
八
（
第
５
条
関
係
）

様式第八（第5条関係）（令元文科経産令2・一部改正） 認定特定研究成果活用支援事業計画の変更指示の通知書 年月日 殿 文部科学大臣名 経済産業大臣名 年月日付けで認定をした特定研究成果活用支援事業計画については，下記の理由により変更を指示します。 記 変更を指示する理由 （備考） 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 変更を指示する理由を具体的に記載する。  
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様
式
第
九
（
第
６
条
第
１
項
関
係
）

様式第九（第6条第1項関係）（令元文科経産令2・一部改正） 認定特定研究成果活用支援事業計画の認定取消し通知書 年月日 殿 文部科学大臣名 経済産業大臣名 年月日付けで認定をした特定研究成果活用支援事業計画については，下記の理由により認定を取り消します。 記 認定を取り消す理由 （備考） 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 認定の取消しの理由となっているものを具体的に記載する。  
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様
式
第
十
（
第
６
条
第
２
項
関
係
）

様式第十（第6条第2項関係）（令元文科経産令2・一部改正） 認定特定研究成果活用支援事業計画の認定取消しの公表 1．認定取消しの年月日 2．認定を取り消した者の名称 3．認定取消しの理由 （備考） 用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 1．認定取消しの理由 認定取消しの理由となっているものを具体的に記載する。 事業者の事業上の秘密に該当する部分については，これを公表の対象として記載しない。  
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様
式
第
十
一
（
第
７
条
第
１
項
関
係
）

様式第十一（第7条第1項関係）（令元文科経産令2・令2文科経産令1・一部改正） 令和年度における認定特定研究成果活用支援事業計画の実施状況報告書 年月日 文部科学大臣殿 経済産業大臣殿 （認定特定研究成果活用支援事業者） 住所 名称 代表者の氏名 （無限責任組合員たる法人） 住所 名称 代表者の氏名 年月日付けで認定を受けた特定研究成果活用支援事業計画の令和年度の実施状況を下記のとおり報告します。 記 1．実施した特定研究成果活用支援事業の内容 2．その他 （備考） 1．認定特定研究成果活用支援事業者が法人である場合にあっては，無限責任組合員たる法人の住所，名称及び代表者の氏名は不要とする。 2．用紙の大きさは，日本産業規格A4とする。 （記載要領） 1．実施した特定研究成果活用支援事業の内容 別表により，認定特定研究成果活用支援事業者が実施した特定研究成果活用支援事業の内容を記載する。ただし，別表にて定める事項が全て記載された書類が他にある場合にあっては，当該書類の提出をもってこれに代えることができる。 2．その他 認定特定研究成果活用支援事業者の出資者に変更が生じた場合には，その旨を変更前と変更後を対比して記載する。 別表1 実施した特定研究成果活用支援事業の内容（特定研究成果活用事業者の株式等の取得を伴うもの） ①②③④⑤⑥ 1 2 3 4 合 計 ①取得した株式等の発行会社の名称 ②取得した株式等の発行会社の住所及び代表者名 ③取得した株式等の発行会社が実施する事業の内容及び概況並びに当該事業の成長発展の段階 ④取得した株式等の発行会社に対して実施した経営又は技術の指導の内容 ⑤令和年度に取得した株式等の取得価額及びその取得の方法 ⑥認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間中に取得した株式等の取得価額の総額 ※1認定特定研究成果活用支援事業者がその事業年度の年度末時点で保有する株式等の発行会社全てについて記載する。 ※2認定特定研究成果活用支援事業者が株式等の取得に当たって審査を実施した件数及び実際に株式等を取得することを決定した件数を併せて記載する。 別表2 実施した特定研究成果活用支援事業の内容（特定研究成果活用支援事業を行う投資事業有限責任組合の持分の取得） ①②③④⑤⑥ 1 2 3 4 合 計 ①持分を取得した投資事業有限責任組合の名称 ②持分を取得した投資事業有限責任組合の無限責任組合員の住所及び代表者名 ③持分を取得した投資事業有限責任組合の実施する事業の内容及び概況 ④令和年度に取得した持分の取得価額（取得口数）及び当該投資事業有限責任組合の総出資口数に占める取得割合並びにその取得の方法 ⑤認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間中に取得した持分の取得価額の総額及び当該投資事業有限責任組合における受入出資金の総額に対する割合 ⑥持分を取得した投資事業有限責任組合が特定研究成果活用事業者に対して資金供給している金額の，当該投資事業有限責任組合の資金供給額の総額に対する割合 ※1認定特定研究成果活用支援事業者がその事業年度の年度末時点で持分を有する投資事業有限責任組合の全てについて記載する。 ※2認定特定研究成果活用支援事業者が持分の取得に当たって審査を実施した件数及び実際に持分を取得することを決定した件数を併せて記載する。 別表3（持分を取得した投資事業有限責任組合の名称：） 持分を取得した投資事業有限責任組合における特定研究成果活用事業者に対する支援の内容 ①②③④⑤⑥ 1 2 3 4 合 計 ①取得した株式等の発行会社の名称 ②取得した株式等の発行会社の住所及び代表者名 ③取得した株式等の発行会社が実施する事業の内容及び概況並びに当該事業の成長発展の段階 ④取得した株式等の発行会社に対して実施した経営又は技術の指導の内容 ⑤令和年度に取得した株式等の取得価額及びその取得の方法 ⑥認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間中に取得した株式等の取得価額の総額 ※1別表2に記載した投資事業有限責任組合ごとにそれぞれ作成する。ただし，別表3にて定める事項が全て記載された書類が他にある場合にあっては，当該書類の提出をもってこれに代えることができる。 ※2当該投資事業有限責任組合がその事業年度の年度末時点で保有する株式等の発行会社全てについて記載する。 ※3当該投資事業有限責任組合が株式等の取得に当たって審査を実施した件数及び実際に株式等を取得することを決定した件数を併せて記載する。 別表4 株式等の処分の状況 ①②③④⑤⑥ 1 2 3 4 合計 額 ①処分した株式等の発行会社の名称 ②処分した株式等の発行会社の住所及び代表者名 ③令和年度に処分した株式等の取得価額，取得方法及び取得した年度 ④令和年度に処分した株式等の処分価額及び処分の方法 ⑤株式等の取得から処分に至るまでに実施した経営又は技術の指導の内容，事業の発展の経緯その他経緯の概要 ⑥認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間中に処分した株式等の処分価額の総額 認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間中に処分した株式の発行会社全てについて記載する。 別表5 投資事業有限責任組合の持分の処分の状況 ①②③④⑤ 1 2 3 4 合計額 ①持分を処分した投資事業有限責任組合の名称 ②持分を処分した投資事業有限責任組合の無限責任組合員の住所及び代表者名 ③令和年度に処分した持分の取得価額 ④令和年度に処分した持分の処分価額及び処分の方法 ⑤認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間中に処分した持分の処分価額の総額 認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間中に処分した投資事業有限責任組合の持分全てについて記載する。 
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